
- 9 -

■ 虐待種別については、重複しているものがある。
■ 四捨五入による端数処理の関係で合計が100％にならないことがある。

（４）虐待が認められた障害者数（就労形態別）

正社員
165 

(32.9%)

パート等
233 

(46.4%)

期間契約社員
19 

(3.8%)

派遣労働者
1 

(0.2%)

その他・不明
84 

(16.7%)

令和３年度
虐待が認められた障害者数

計 502人
（前年度比0.8％増）

（単位:人）

【参考】第７表 虐待種別・就労形態別障害者数（虐待が認められた障害者）

虐待種別
就労形態別

正社員 パート等 期間契約
社員

派遣
労働者

その他・
不明

身体的虐待 12 10 2 0 8

性的虐待 3 4 1 0 1

心理的虐待 19 26 3 0 13

放置等による虐待 12 6 1 0 0

経済的虐待 132 204 14 1 69

（単位:人）

■ 四捨五入による端数処理の関係で合計が100％にならないことがある。



労働基準関係法令に基づく
指導等

418 (81.0%)

障害者雇用促進法に
基づく助言・指導、
紛争解決の援助等

59 (11.4%)

個別労働紛争解決促進法に基
づく助言・指導、あっせん

16 (3.1%)

パートタイム・有期雇用
労働法に基づく助言・指
導、紛争解決の援助等

11 (2.1%)

男女雇用機会均等法に基づく助言・
指導、紛争解決の援助等

9 (1.7%)

労働施策総合推進法に基づく助
言・指導、紛争解決の援助等

3 (0.6%)

令和３年度
虐待に対して

労働局が講じた措置
計 516件

（前年度比1.0％減）

（単位:件）

（６）虐待に対して労働局が講じた措置
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（５）障害者虐待を行った使用者の内訳

■ 四捨五入による端数処理の関係で合計が100％にならないことがある。

事業主
338 

(85.8%)

所属の上司
48 

(12.2%)

所属以外の上司
1 

(0.3%)

その他
7 

(1.8%)

（単位:人）

令和３年度
障害者虐待を
行った使用者
計 394人

（前年度比1.7％減）

■ 四捨五入による端数処理の関係で合計が100％にならないことがある。

うち、最低賃金法関係
233

（45.2％）
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（７）虐待が認められた事業所の業種・規模

■ 四捨五入による端数処理の関係で合計が100％にならないことがある。

製造業
105 

(26.8%)

医療、福祉
89 

(22.7%)
卸売業、小売業

44 
(11.2%)

サービス業（他に分類されないもの） 30 (7.7%)
宿泊業、飲食サービス業 26 (6.6%)
建設業 23 (5.9%)
生活関連サービス業、娯楽業 19 (4.8%)
農業、林業 18 (4.6%)
運輸業、郵便業 16 (4.1%)
複合サービス事業 8 (2.0%)
電気・ガス・熱供給・水道業 3 (0.8%)
学術研究、専門・技術サービス業 3 (0.8%)
教育、学習支援業 3 (0.8%)
漁業 1 (0.3%)
鉱業、採石業、砂利採取業 1 (0.3%)
不動産業、物品賃貸業 1 (0.3%)
不明 2 (0.5%)

ほか 計154（39.3％）

令和３年度
虐待が認められた

事業所数
計392事業所

（前年度比:2.2％減）

■ 四捨五入による端数処理の関係で合計が100％にならないことがある。

５～29人
193 

(49.2%)

30～49人
66 

(16.8%)

５人未満
53 

(13.5%)

（単位:事業所）

50～99人 27 (6.9%)
100～299人 15 (3.8%)
1,000人以上 5 (1.3%)
300～499人 4 (1.0%)
500～999人 4 (1.0%)
不明 25 (6.4%)

①業種別

②規模別
ほか 計80（20.4％）

令和３年度
虐待が認められた

事業所数
計392事業所

（前年度比:2.2％減）

（単位:事業所）



■ 虐待種別については、重複しているものがある。
■ 四捨五入による端数処理の関係で合計が100％にならないことがある。
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規 模
事業所数 虐待種別（虐待が認められた事業所）

割合 身体的
虐待 性的虐待 心理的

虐待
放置等に
よる虐待

経済的
虐待

５人未満 53 13.5% 1 0 5 1 50

５～29人 193 49.2% 13 5 17 5 168

30～49人 66 16.8% 4 0 8 5 54

50～99人 27 6.9% 2 3 5 0 20

100～299人 15 3.8% 3 1 6 2 5

300～499人 4 1.0% 2 0 2 0 1

500～999人 4 1.0% 1 0 2 0 1

1,000人以上 5 1.3% 1 0 4 0 1

不明 25 6.4% 5 0 10 2 18

合 計 392 100.0% 32 9 59 15 318

【参考】第８表 規模別・虐待種別事業所数（虐待が認められた事業所）

【参考】第９表 規模別・虐待種別障害者数（虐待が認められた障害者）

規 模
被虐待者数 虐待種別（虐待が認められた障害者）

割合 身体的
虐待 性的虐待 心理的

虐待
放置等に
よる虐待

経済的
虐待

５人未満 54 10.8% 1 0 5 1 51

５～29人 243 48.4% 13 5 17 7 214

30～49人 106 21.1% 4 0 8 7 92

50～99人 42 8.4% 2 3 5 0 35

100～299人 16 3.2% 3 1 6 2 6

300～499人 4 0.8% 2 0 2 0 1

500～999人 5 1.0% 1 0 3 0 1

1,000人以上 6 1.2% 1 0 5 0 1

不明 26 5.2% 5 0 10 2 19

合 計 502 100.0% 32 9 61 19 420

（単位:事業所）

（単位:人）

■ 虐待種別については、重複しているものがある。
■ 四捨五入による端数処理の関係で合計が100％にならないことがある。



事例１ 身体的・経済的虐待が認められた事例

通報・届出の
概要

● 障害種別:発達障害
● 就労形態:パート等
● 事業所の規模:５人未満
● 業種:生活関連サービス業、娯楽業

障害者就業・生活支援センターの支援員からの通報事案。
仕事が遅いこと等を理由に障害者が事業主から暴行を受けたほか、

賃金が未払いになっているとして、公共職業安定所に相談があったも
の。

労働局の対応 労働局は、職業安定部（公共職業安定所）および労働基準部（労働
基準監督署）を担当部署として、合同で訪問調査を実施した。事業主
に事情聴取したところ、障害者就業・生活支援センターの支援員から
の通報内容をおおむね事実として認めた。

使用者による身体的虐待および経済的虐待が認められたことから、
事業主に対し、公共職業安定所は、障害者雇用促進法に基づき再発防
止策を講じるよう指導し、労働基準監督署は、最低賃金法に基づき地
域別最低賃金額以上の賃金を支払うよう指導した。

処理終了後、労働局は都道府県庁に対して情報提供を行った。
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事例２ 身体的・心理的虐待が認められた事例

通報・届出の
概要

● 障害種別:知的障害
● 就労形態:正社員
● 事業所の規模:5人～29人
● 業種:建設業

市町村職員からの通報事案。
上司から、仕事のミスを理由に殴る、つねる等の暴力を受けたり、

数年にわたって金銭を要求されたりしたとして、労働局に相談があっ
たもの。

労働局の対応 労働局は、職業安定部（公共職業安定所）を担当部署として、調査
を実施した。事業主に事情聴取したところ、市町村からの通報内容を
おおむね事実として認めた。

使用者による身体的・心理的虐待が認められたことから、公共職業
安定所は、事業主に対し、障害者雇用促進法に基づき、再発防止対策
を講じるよう指導した。

処理終了後、労働局は都道府県庁に対して情報提供を行った。

令和３年度における使用者による障害者虐待の事例
別添２



事例３ 性的虐待が認められた事例

通報・届出の
概要

● 障害種別:発達障害
● 就労形態:パート等
● 事業所の規模:５人～29人
● 業種:宿泊業、飲食サービス業

障害者本人からの届出事案。
上司から抱き付かれたり、キスをされたりしたほか、バインダーで

叩かれたり、怒鳴られたりしたとして労働局に相談があったもの。

労働局の対応 労働局は、雇用環境・均等部（室）および職業安定部（公共職業安
定所）を担当部署として、合同で調査を実施した。事業主に事情聴取
したところ、障害者本人からの性的な嫌がらせに関する届出内容を事
実として認めた。

使用者による性的虐待が認められたことから、事業主に対し、雇用
環境・均等部（室）は、男女雇用機会均等法に基づきセクシュアルハ
ラスメントに関する雇用管理措置を適正に講じるよう指導した。

処理終了後、労働局は都道府県庁に対して情報提供を行った。
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事例４ 性的・心理的虐待が認められた事例

通報・届出の
概要

● 障害種別:知的障害
● 就労形態:正社員
● 事業所の規模:５人～29人
● 業種:生活関連サービス業、娯楽業

障害者就業・生活支援センターの支援員からの通報事案。
障害者が上司から性交渉を強要されたり、暴言を吐かれたりしてい

るとして、公共職業安定所に相談があったもの。

労働局の対応 労働局は、雇用環境・均等部（室）を担当部署として、調査を実施
した。事業主に事情聴取したところ、障害者就業・生活支援センター
の支援員からの通報内容を事実として認めた。

使用者による性的虐待および心理的虐待が認められたことから、雇
用環境・均等部（室）は、事業主に対し、男女雇用機会均等法に基づ
き、セクシュアルハラスメントに関する雇用管理措置を適正に講じる
よう指導するとともに、労働施策総合推進法に基づき、パワーハラス
メントに関する雇用管理措置を適正に講じるよう指導した。

処理終了後、労働局は都道府県庁に対して情報提供を行った。



事例５ 心理的虐待・放置等による虐待が認められた事例

通報・届出の
概要

● 障害種別:知的障害
● 就労形態:パート等
● 事業所の規模:50人～99人
● 業種:卸売業、小売業

障害者就業・生活支援センターの支援員から市町村経由でなされた
通報事案。

障害者が１年以上にわたって上司から高圧的な指導を受けているこ
とに加え、事業場の責任者もこれを認識しながら放置しており、改善
が図られていないとして、市町村に相談があったもの。

労働局の対応 労働局は、職業安定部（公共職業安定所）を担当部署として、調査
を実施した。事業場の責任者に事情聴取したところ、障害者就業・生
活支援センターの支援員からの通報内容を事実として認めた。

使用者による心理的虐待および放置等による虐待が認められたこと
から、公共職業安定所は、事業主に対し、障害者雇用促進法に基づき
再発防止対策を講じるよう指導した。

処理終了後、労働局は都道府県庁に対して情報提供を行った。
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事例６ 経済的虐待が認められた事例

通報・届出の
概要

● 障害種別:精神障害
● 就労形態:パート等
● 事業所の規模:30人～49人
● 業種:製造業

労働基準監督署が臨検監督において発見した事案。
障害者の約定賃金が地域別最低賃金額を1時間当たり約320円下回っ

ていたもの。

労働局の対応 労働基準監督署が監督指導を実施し、賃金台帳等を確認したところ、
法定の除外事由（最低賃金の減額特例許可）なく、障害者に対して最
低賃金額未満の賃金を支払っていた事実が認められた。

事業主は、障害の態様や労働能率から、当該障害者に最低賃金が適
用されないものと誤認していた旨申し述べた。

使用者による経済的虐待が認められたことから、労働基準監督署は、
事業主に対し、最低賃金法に基づき地域別最低賃金額との差額を支払
うよう指導した。

処理終了後、労働局は都道府県庁に対して情報提供を行った。
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参考１
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参考２

通報・届出

通報・
届出

通知

報告

連携・
情報提供

使用者による障害者虐待が行われた場合などの対応

１）都道府県に通報・届出が寄せられた場合
都道府県に使用者による障害者虐待の通報・届出が寄せられた場合、

都道府県は労働局へ報告を行う。
市町村に通報・届出が寄せられた場合、市町村は都道府県に通知を行

い、都道府県から労働局に報告がなされる。
報告を受けた労働局は、労働基準法、障害者雇用促進法、男女雇用機会

均等法など所管する法令に基づき、所轄の労働局、労働基準監督署また
は公共職業安定所の職員が事業所に出向くなどして、調査や必要な指導
を行う。

２）労働局に直接、通報・届出が寄せられた場合
労働局（労働基準監督署、公共職業安定所含む）に直接、使用者によ

る障害者虐待の通報・届出が寄せられた場合、労働局は都道府県に情報
提供する一方、都道府県からの報告があった場合と同様に調査や必要な
指導を行う。
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